
政
令
第

号

水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
水
質
汚
濁
防
止
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
八
号
）
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制

定
す
る
。

水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
百
八
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
八
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

八

ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル

第
二
条
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。

二
十
四

ほ
う
素
及
び
そ
の
化
合
物

二
十
五

ふ
つ
素
及
び
そ
の
化
合
物

二
十
六

ア
ン
モ
ニ
ア
、
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
化
合
物
、
亜
硝
酸
化
合
物
及
び
硝
酸
化
合
物

第
三
条
第
一
項
中
第
十
一
号
を
削
り
、
第
十
二
号
を
第
十
一
号
と
し
、
第
十
三
号
を
第
十
二
号
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
前

項
第
十
三
号
」
を
「
前
項
第
十
二
号
」
に
改
め
る
。



別
表
第
一
第
六
十
三
号
の
二
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六
十
三
の
三

石
炭
を
燃
料
と
す
る
火
力
発
電
施
設
の
う
ち
、
廃
ガ
ス
洗
浄
施
設

附

則

こ
の
政
令
は
、
平
成
十
三
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


